
～規定・ルールの見直しと予防策の再確認～

■会社と従業員を守る第一歩は規定の整備
　何千万件という顧客情報の外部流出，国家の信
頼に関わる年金加入者情報の漏えいなど，「ありえ
ない」はずの事件がインパクトを伴って報じられ
てきた。あるいは国際特許紛争のように表面化し
た事案ではなくても，「産業スパイ事件」とでもい
うべき業務ノウハウの流出は頻発している状況だ
と推察される。ITの進化がそれを容易にした側面
はあるが，要は「誰かが漏らしたか，盗まれたか」
しているわけで，守るべき側の甘さは否めない。
たとえ 1件の流出事故でも組織の存立を揺るがす
ほどのダメージをもたらすリスクはご承知の通り
だ。折しもマイナンバー制の導入も迫っている。
まもなく一般企業が，いやでもセンシティブな情
報を扱わざるをえない状況に置かれる。改めて企
業が管理すべき「機密情報」とは何だったか，「営
業秘密」「個人情報」などの定義はどうだったのか，
主に人事部門が担うことになるルールの整備によ
る内部けん制と予防の方策を，規定作りの専門家
に解説してもらった。 （編集部）
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